
１
９
５
９
年
社
会
保
障
及
び
国
民
保
険
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
国
や
自
治
体
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
た
国
保
法
が
施
行
さ
れ
、
国
民
皆
保

険
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
し
か
し
、
今
や
払
い
た
く
て
も
払
え
な
い
国
保
税

に
な
っ
て
い
る
。 

①
国
は
低
所
得
者
の
負
担
軽
減
措
置
と
し
て 

１
７
０
０
億
円
の
国
保
支
援
金
を
交
付
し
た
。 

栗
東
市
へ
の
交
付
額
と
活
用
は
。 

②
国
保
加
入
世
帯
数
と
滞
納
世
帯
数
を
所
得 

階
層
毎
に
示
さ
れ
た
い
。 

①
市
に
は
４
６
０
０
万
円
の
交
付
が
あ
り
、 

低
所
得
者
の
保
険
税
軽
減
に
活
用
し
た
。 

②
月
平
均
７
４
０
１
世
帯
加
入
。
加
入
及 

び
滞
納
世
帯
の
所
得
階
層
は
下
記
一
覧
表
。 

 
 

 

子
ど
も
の
貧
困
率
が
１６・３
％

で
先
進
国
中
ワ
ー 

ス
ト
１０
位
（
２
０
１
２

年
度
）。
教
育
を
受
け
る
権
利
と
機
会
均
等
を
保
障
す

る
就
学
援
助
制
度
の
充
実
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

①
就
学
援
助
費
給
付
世
帯
数
と
人
数
及
び
新
入
学
児
童
・
生
徒
の
人
数
。 

②
新
入
学
準
備
金
の
貸
付
制
度
の
検
討
を
。 

③
メ
ガ
ネ
や
コ
ン
タ
ク
ト
な
ど
、
給
付
内
容
の
充
実
を
。 

①
Ｈ
２７
年
５
月
３１
日
現
在
３
５
１
世
帯
５
３
７
人
、
新
入
学
児
童
は
２４

世
帯
４７
人
。 

②
貸
付
制
度
は
予
定
し
て
い
な
い
。 

③
生
保
基
準
見
直
し
の
影
響
が
出
な
い
よ
う
従
来
の
基
準
で 

認
定
し
て
い
る
。 

 
 

 

給
食
調
理
場
の
更
新
に
向
け
て
基
本
計
画
の
策
定
の
中
で

中
学
校
給
食
の
検
討
も
さ
れ
、
実
現
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て

い
ま
す
。
葉
山
中
学
校
で
の
給
食
試
食
モ
リ
タ
リ
ン
グ
の
様

子
を
伺
い
ま
す
。 

 

①
給
食
時
、
生
徒
の
様
子
と
評
判
。
残
飯
は
。 

 

②
中
学
校
給
食
実
施
に
あ
た
っ
て
の
ア
レ
ル
ギ
ー
や
嗜 

好
、
施
設
等
大
変
な
部
分
は
何
か
。 

 

①
久
し
ぶ
り
の
給
食
で
準
備
等
に
時
間
が
か
か
っ
た
が
、 

お
お
む
ね
お
い
し
か
っ
た
と
好
評
。
残
食
は
重
量
ベ
ー
ス 

で
３
％
（
小
学
校
５．３
％
全
国
６．１
％
） 

②
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
、
市
財
政
等
、
多
く
の
課
題
が
あ
る
。 

 

  
 今

国
会
で
審
議
さ
れ
て
い
る
「
戦
争
法
案
」
は
、
海
外
で

自
衛
隊
が
兵
た
ん
活
動
を
行
う
戦
争
す
る
国
づ
く
り
へ
の
暴

走
で
す
。
日
本
は
憲
法
９
条
が
あ
り
、
戦
闘
で
殺
し
殺
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

①
栗
東
市
の
平
和
学
習
の
取
り
組
み
は 

②
戦
争
す
る
国
づ
く
り
へ
の
見
解
は 

③
衆
院
憲
法
審
査
会
で
参
考
人
３
名
全
員
が
戦
争
法
案
は

憲
法
違
反
と
表
明
し
た
。
市
長
の
考
え
を
示
さ
れ
た
い
。 

①
市
役
所
、
歴
民
、
図
書
館
な
ど
で
平
和
パ
ネ
ル
の
展
示
を

始
め
コ
ミ
セ
ン
で
戦
時
中
の
食
事
体
験
。
広
島
・
沖
縄
へ
の

修
学
旅
行
を
多
く
の
学
校
で
実
施
し
て
い
る
。 

 

②
③
は
国
の
政
策
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り 

見
解
を
述
べ
る
立
場
に
な
い
。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊６月議会では、上記以外に「地方単独事業に係る国保の軽減調整措置の見直しを求める意見書」および「認知症

への取り組みの充実強化に関する意見書」は全員賛成で採択。「栗東市重度身体障害者（児）等自動車燃料費・福祉

タクシー運賃助成事業実施要項の改定に関する請願書」は田村議員（紹介議員）のみの賛成少数で不採択。 

 

 

国保加入世帯 国保税滞納世帯 

所 得 世帯数 所 得 世帯数 

０円 １８９１ 33万以下 ４４７ 

100万未満 １８３３ 33～100万未満 １８３ 

200万未満 １８８９ 100～200万未満 ２８３ 

300満未満 ８８８ 200～300万未満 １３１ 

500万未満 ５１５ 300～500万未満 ８０ 

500万以上 ３８５ 500万以上 ４７ 

 共産党 市民ネット 栗東再生 公明栗東 新   生   会 

 

 

賛成○反対● 

大

西

と

き
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伊

吹

み

ち
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中

村

昌
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林

好
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田

村

隆
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国

松
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桜

井

浩

司 

小

竹

庸

介 

野

々

村

照

美 

寺

田

範

雄 

三

浦

悟 

上

田

忠

博 

片

岡

勝

哉 

武

村

賞 

谷

口

茂

之 

田

中

英

樹 

三

木

敏

嗣 

藤

田

啓

仁 

「国際平和支援法」

「平和安全法」の廃

案を求める意見書 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

議

長 

 

環境建設常任委員会 

議会改革特別委員会 

議会運営委員会 

文教福祉常任委員会 

議会改革特別委員会 

議会広報編集委員会 



市
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
に
伴
う 

 

市
条
例
の
改
正
に
反
対 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
税
・
年
金
・
雇
用
保
険
・
健
康
保
険
・

福
祉
な
ど
社
会
保
障
の
利
用
と
税
等
の
納
付
状
況
な
ど
の
個
人
情

報
を
一
括
管
理
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
す
。 

日
本
共
産
党
は
、
国
会
で
も
①
原
則
不
変
の
番
号
で
個
人
情
報

を
照
合
で
き
る
仕
組
み
を
作
る
こ
と
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な

ど
が
常
態
化
す
る
。
②
初
期
投
資
だ
け
で
も
３
０
０
０
億
円
の
巨

大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
メ
リ
ッ
ト
も
費
用

対
効
果
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
③
税
や
社
会
保
障
分
野
で
徴
税
強

化
や
給
付
削
減
の
手
段
に
さ
れ
る
等
を
指
摘
し
反
対
し
て
い
ま

す
。
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
先
取
り
の
よ
う
に
、
年
金
情
報
漏
え
い
が

大
問
題
に
な
り
、
国
民
の
不
安
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。 

 

国
の
制
度
導
入
に
伴
う
と
は
い
え
、
市
民
に
重
大
な
影
響
を
及

ぼ
す
恐
れ
が
あ
り
、
日
本
共
産
党
議
員
団
は
反
対
し
ま
し
た
、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本共産党議員団発行 2015年 6月議会報告    ご意見ご要望、お気軽にお寄せ下さい。 

大西とき子 ☎＆fax ５５３－０４９２ 伊吹みちえ☎＆fax ５５８－３２７７ 

 

「戦争法案」廃案を求める意見書提出 日本共産党議員団 

「海外で戦争する国づくり」は憲法 9条違反 

 

６
月
２４
日
議
会
最
終
日
、
日
本
共
産
党
大

西
と
き
子
議
員
団
長
は
、
「
国
際
平
和
支
援

法
案
」
「
平
和
安
全
法
制
整
備
法
案
」
の
廃

案
を
求
め
る
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。 

大
西
議
員
は
、
何
よ
り
も
憲
法
を
蹂
躙
す

る
「
違
憲
立
法
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る

と
と
も
に
、
法
案
の
内
容
に
お
い
て
も
、
①

「
後
方
支
援
」
は
兵
た
ん
活
動
で
、
憲
法
が

禁
止
し
て
い
る
武
力
行
使
で
あ
る
。
②
Ｐ
Ｋ

Ｏ
法
改
定
案
で
も
、
「
停
戦
合
意
」
が
さ
れ

て
い
て
も
戦
乱
が
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
に

自
衛
隊
を
派
兵
す
る
こ
と
に
な
る
。
③
集
団

的
自
衛
権
を
発
動
し
て
武
力
行
使
に
乗
り

出
す
こ
と
に
な
る
。
今
国
会
で
「
戦
争
法
案
」

を
通
す
こ
と
に
８
割
を
越
え
る
国
民
が
反

対
し
て
い
る
。
ま
た
、
１９
日
現
在
「
学
者
の

会
」
に
よ
る
違
憲
表
明
は
５
２
８
９
人
に
の

ぼ
っ
て
い
る
。
戦
争
に
行
く
の
は
安
倍
首
相

や
賛
成
し
て
い
る
国
会
議
員
で
は
な
く
、
真

っ
先
に
犠
牲
に
さ
れ
る
の
は
未
来
あ
る
若

者
で
あ
る
こ
と
な
ど
詳
し
く
提
案
理
由
を

示
し
、
賛
同
の
理
解
を
求
め
ま
し
た
。 

新
政
会
・
三
木
議
員
は
、
『
憲
法
の
範
囲

内
で
認
め
ら
れ
て
い
る
限
り
の
武
力
行
使

を
行
う
こ
と
は
、
明
確
に
定
め
ら
れ
て
お

り
、
憲
法
９
条
の
も
と
で
許
容
さ
れ
る
自
衛

権
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
と
考

え
る
』
と
反
対
討
論
。 

 

公
明
栗
東
の
小
竹
議
員
は
、
「
日
本
の
近

く
で
も
脅
威
が
現
実
化
し
つ
つ
あ
る
。
国
際

的
な
テ
ロ
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
等
、
ど
の
国
も

一
国
で
平
和
を
保
て
な
い
状
態
に
な
っ
て

い
る
。
日
本
を
守
る
た
め
に
徹
底
し
た
外
交

努
力
を
重
ね
る
こ
と
。
そ
の
備
え
こ
そ
平
和

安
全
法
制
で
あ
る
」
と
反
対
討
論
。 

 

一
方
、
栗
東
再
生
・
桜
井
議
員
は
、
「
国

民
の
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
思
え
ず
、

ま
た
、
多
く
の
憲
法
学
者
が
「
違
憲
」
と
な

る
中
、
時
の
政
府
の
判
断
で
集
団
的
自
衛
権

が
行
使
で
き
る
と
な
る
と
、
大
き
な
リ
ス
ク

が
生
じ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
い
っ
た
ん

廃
案
に
し
て
、
憲
法
改
正
も
視
野
に
入
れ
た

国
民
的
議
論
が
必
要
」
と
賛
成
討
論
。 

そ
の
結
果
、
意
見
書
案
に
賛
成
７
名
反
対
１０

名
の
賛
成
少
数
で
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。 

９月議会日程（予定） 

 9月 3日        本会議開会 

  10・11・14日    個人質問 

  15～18日        常任委員会 

  24日      反対討論締切（午前中） 

  25日    賛成討論締切（午前中） 

  28日        本会議閉会 

請願書は 8月 26日午前中迄に提出です。 

日本を「海外で戦争する国」にする「国際平和支援法案」、 

「平和安全法制整備法案」の廃案を求める意見書（案） 

 

 

 安部政権は、集団的自衛権行使容認を柱とした 2014 年 7 月 1

日の「閣議決定」を具体化するための「国際平和支援法案」と、

関連１０法の改正案をまとめた一括法「平和安全法制整備法案」

を 5月 15日国会に提出しました。 

 この法案は、憲法 9条を真っ向から破壊する内容になっていま

す。 

 第一は、アメリカが世界のどこであれ、アフガニスタン戦争や

イラク戦争のような戦争に乗りだした際、自衛隊が「戦闘地域」

まで行ってこれを支援することができるようになります。 

 第二は、3500 人もの戦死者を出しているアフガニスタン国際

治安支援部隊のような活動に自衛隊が参加することになります。 

 第三は、日本がどこからも攻撃されていないのに、集団的自衛

権を発動してアメリカの戦争に自衛隊を参戦させ、日本を「海外

で戦争する国」にするもので、戦後日本の安全保障政策を百八十

度転換し、憲法と立憲主義を踏みにじるものです。 

 よって、憲法 9条にもとづく平和外交を求める立場から、日本

を「海外で戦争する国」にする「国際平和支援法案」、「平和安全

法制整備法案」の廃案を求めます。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。                    


